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～ご遺族のための手続き案内～～ご遺族のための手続き案内～



ご遺族の皆さまへ

　ご逝去を悼み心からお悔やみ申し上げます。

　佐倉市では、亡くなった方に関するご遺族の手続きをまとめた

「おくやみハンドブック」を作成いたしました。

　このハンドブックが、ご遺族の皆様のお役に立てば幸いです。

　ご不明な点がございましたら、各担当窓口までお問い合わせく

ださい。

2024 年 9 月　　佐倉市
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区分 亡くなった方の状況等 該当 主な手続き 担当窓口 参照
ページ

住
民
登
録
等

３人以上世帯の世帯主だった方 □ 世帯主の変更

市民課

P.3

マイナンバーカード、通知カードをお持ちだった
方 □

１年程度はご遺族で保管いただ
き、相続手続等終わりましたら破
棄してください

P.3

年
金

年金を受給していた方 □ 未支給年金の請求 P.4

国民年金に加入したことがあった方 □ 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一
時金の請求 P.4

健
康

保
険

国民健康保険の被保険者だった方 □ 被保険者証の返却 · 葬祭費の申請
健康保険課

P.5

後期高齢者医療の被保険者だった方 □ 葬祭費の申請 P.5

介
護

保
険 ６５歳以上又は要介護・要支援認定を受けていた方 □ 介護保険被保険者証の返却 介護保険課 P.6

高
齢
者

「緊急通報サービス」に関する手続き □ サービス中止の届出

高齢者福祉課

P.6

「高齢者福祉電話の貸与」に関する手続き □ サービス中止の届出 P.7

「SOS高齢者等事前登録」に関する手続き □ 登録抹消の届出 P.7

「１１９番情報登録」に関する手続き □ 登録抹消の届出 P.8

「高齢者等ふれあい配食サービス」に関する手続き □ サービス中止の届出 P.8

「高齢者台帳」に関する手続き □ 登録抹消の届出 P.9

「はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成券」に
関する手続き □ 助成券の返却又は破棄 P.9

「紙おむつ等購入助成券」に関する手続き □ 助成券の返却又は破棄 P.10

障
害
福
祉

障害者手帳をお持ちの方 □ 各手帳の返却

障害福祉課

P.11

医療費助成などの受給者証をお持ちの方 □ 受給者証の返却 P.11

各種手当及び扶養年金の受給資格がある方 □ 資格喪失の届出 P.12

子
育
て

児童手当を受給されていた方 □ 受給者変更の届出
未払児童手当請求書の届出

こども家庭課

P.12

児童扶養手当を受給されていた方 □ 受給者変更・額改定・消滅の届出
未払児童扶養手当請求書の届出 P.13

子ども医療費助成制度を受けていた方 □ 子ども医療費受給資格変更届 P.13

ひとり親家庭等医療費等助成制度を受けていた方 □ 受給券の返却及び受給資格変更届 P.14

学
務 就学援助費を受給されていた方 □ 就学援助費の申請者変更 学務課 P.14

税
金

個人住民税を課税されていた方 □ 相続人代表者の指定届出
市民税課

P.15

軽自動車（原動機付自転車等）を所有していた方 □ 廃車又は名義変更の届出 P.15

市内に固定資産を所有されていた方 □ 相続人代表者の指定届出 資産税課 P.16

上
下

水
道 上下水道の契約をしていた方　 □ 契約者の変更・中止 上下水道お客様

センター P.19

農
地

（
農
業
）

山
林

農地を所有していた方 □ 農地の土地所有者の変更 農業委員会 P.19

森林を所有していた方 □ 森林の土地所有者変更手続き 農政課 P.20

空
き
家

空き家バンクの登録 □ 住宅課 P.21

市役所での手続きチェックリスト
※亡くなった方が以下に該当する場合は、担当窓口での手続きが必要となります。

市役所での手続きチェックリスト
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市役所での手続き

 市役所での手続き

亡くなった方が3 人以上の世帯の世帯主であった場合、世帯主変更届が必要です。
※単独世帯又は2 人世帯であった場合は手続きの必要はありません。

世帯主の変更について

●手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

持ち物

担当課

１号館１階④番窓口（市民課）
市内各出張所

届出窓口

死亡届出後、14日以内
期　限

担当部署がわからない場合は　
佐倉市役所　☎ 0 4 3 - 4 8 4 - 1 1 1 1（代表）へ

市民課住民記録班　☎ 043-484-6121

マイナンバーカードや通知カードは、返却する必要はありません。

マイナンバーカード・通知カードについて

担当課
市民課管理班　☎ 043-484-6122

亡くなった方に関する相続や納税、死亡保険金の支払い等において個人番号（マイナンバー）の提示
が求められる場合があるので、しばらくの間、保管しておいて、必要がなくなったらご自分で破棄し
てください。

memo
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市役所での手続き

国民年金のみ受給されている方（国民年金１号被保険者期間のみの方）

年金について

亡くなった方が国民年金受給者の場合、年金受給権者死亡届や未支給年金の請求の手続きが必要です。
（老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金）

国民年金に加入したことがある方（国民年金１号被保険者期間がある方）

亡くなった方が国民年金に加入したことがある場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の手続きが
必要になることがあります。
※年金の加入期間や納付状況等によっては手続きがない場合があります。

厚生年金の加入者・受給者が亡くなった場合の手続きは、幕張年金事務所にお問
合せください。

共済年金の加入者・受給者が亡くなった場合の手続きは、共済組合にお問合せ
ください。

・日本年金機構ねんきんダイヤル　☎ 0 5 7 0 - 0 5 - 1 1 6 5
・幕張年金事務所　☎ 0 4 3 - 2 1 2 - 8 6 2 1

◆亡くなった方と生計を同一にされていたご遺族。
手続きする方

・手続きにより必要書類が異なりますので、担当課までお問合せください。
持ち物

市民課国民年金班　☎ 043-484-6126
担当課

１号館１階⑤番窓口（市民課）
届出窓口

・死亡一時金の請求：亡くなった日の翌日から２年以内
・未支給年金、遺族基礎年金、寡婦年金の請求：亡くなった日の翌日から5年以内

期　限
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市役所での手続き

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、返却の手続きが必要です。

国民健康保険被保険者証等の返却について

●被保険者証
●限度額適用認定証、標準負担額減額認定証返却の手続き（お持ちの方）
※亡くなった方が世帯主であり、他に国保加入者がいる世帯については、世帯全員の被保険者証が必要となります。

持ち物

担当課

1号館1階⑥番窓口（健康保険課）
市内各出張所

届出窓口

（被保険者証に関すること）健康保険課資格課税班　☎ 043-484-6125
（限度額適用認定証、標準負担額減額認定証に関すること）健康保険課給付管理班　☎ 043-484-1783

亡くなった方が国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入されていた場合、
申請により喪主に葬祭費５万円が支給されます。
※社会保険（国民健康保険組合を除く）に被保険者本人として１年以上加入していた方が、国民健康保険へ
　切替後３ヶ月以内に亡くなった場合は、社会保険へお問い合わせください。

葬祭費について

●会葬礼状の写し又は葬儀の領収書の写し（喪主のフルネームが記載されているもの）
●喪主の振込口座番号のわかるもの（通帳、キャッシュカードなど）
●喪主の印鑑
●被保険者証
※喪主以外の口座に振込む場合は、委任状が必要となります。

持ち物

（国民健康保険に加入されていた方）健康保険課給付管理班　☎ 043-484-1783
（後期高齢者医療保険に加入されていた方）健康保険課高齢者医療班　☎ 043-484-6136

担当窓口

1号館1階⑥番窓口（健康保険課）
市内各出張所

届出窓口

葬祭を行った日の翌日から2年以内
期　限
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市役所での手続き

６５歳以上又は４０～６４歳で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合は、
被保険者証などの返却が必要です。

介護保険について

●被保険者証
●負担割合証、負担限度額認定証（お持ちの方）

持ち物

介護保険課　☎ 043-484-6187
担当課

利用されていた方は、サービス中止の届出が必要です。ご自宅の緊急通報機器は、
手続き後に業者が撤去に伺います。

「緊急通報サービス」について 

●特にありません。
持ち物

早めにお手続きください。
期　限

高齢者福祉課包括支援班　☎ 043-484-6138
担当課

社会福祉センター１階（介護保険課）
届出窓口

社会福祉センター１階（高齢者福祉課）
届出窓口
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市役所での手続き

貸与（市所有回線の使用）を受けていた方は、サービス中止の届出が必要です。
※電話機本体の貸与を受けていた方は、本体の返却が必要です

「高齢者福祉電話の貸与」について

●印鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●電話機本体（貸与を受けていた方のみ）

持ち物

届出窓口

早めにお手続きください。
期　限

社会福祉センター１階（高齢者福祉課）

担当課
高齢者福祉課包括支援班　☎ 043-484-6138

登録されていた方は、登録抹消の届出が必要です。

「SOS高齢者等事前登録」について

●特にありません。
持ち物

届出窓口

早めにお手続きください。
期　限

社会福祉センター１階（高齢者福祉課）

担当課
高齢者福祉課包括支援班　☎ 043-484-6138
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市役所での手続き

利用されていた方（休止中の方を含む）は、サービス中止の届出と、最終利用月の
利用料支払い方法の確認が必要です。

「高齢者等ふれあい配食サービス」について

●特にありません。
持ち物

届出窓口

早めにお手続きください。
期　限

社会福祉センター１階（高齢者福祉課）

担当課
高齢者福祉課包括支援班　☎ 043-484-6138

登録されていた方は、登録抹消の届出が必要です。

「１１９番情報登録」について

●特にありません。
持ち物

届出窓口

早めにお手続きください。
期　限

佐倉市八街市酒々井町消防組合指揮指令課
又は最寄りの消防署

担当課
佐倉市八街市酒々井町消防組合指揮指令課　☎ 043-481-0119
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市役所での手続き

登録されていた方は、登録抹消のご連絡が必要です。

「高齢者台帳」について

●特にありません。
持ち物

届出窓口

早めにお手続きください。
期　限

社会福祉センター１階（高齢者福祉課）

担当課
高齢者福祉課包括支援班　☎ 043-484-6138
又は地区担当民生委員

お持ちの券のご返却（又は破棄）が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　

「はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成券」について

●お持ちの「はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成券」
●交付を受けた方以外は使用できないため、券は破棄していただいてもかまいません。

持ち物

届出窓口

早めにご返却（又は破棄）ください。
期　限

社会福祉センター１階（高齢者福祉課）

担当課
高齢者福祉課生きがい支援班　☎ 043-484-6243
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市役所での手続き

ご遺族（高齢者）で、今後の日常生活や心身に不安がある方は、担当窓口又は
市内の地域包括支援センターへご相談ください。

ご遺族（高齢者）の今後の生活等に不安のある方

【市内全域・お住まいの担当センターがわからない方】
・高齢者福祉課包括支援班　☎ 043-484-6138　　　　　　　　　　　　　　　

【市内地域包括支援センター】                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・志津北部地域包括支援センター　☎ 043-462-9531　　　　
・志津南部地域包括支援センター　☎ 043-460-7700　　　　
・臼井・千代田地域包括支援センター　☎ 043-488-3731　　　
・佐倉地域包括支援センター　☎ 043-488-5151　　　　　　　　
・南部地域包括支援センター　☎ 043-483-5520

担当課

早めにご相談ください。
期　限

担当窓口
社会福祉センター１階（高齢者福祉課）

お持ちの券のご返却（又は破棄）が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　

「紙おむつ等購入助成券」について

●お持ちの「紙おむつ等購入助成券」
●交付を受けた方以外は使用できないため、券は破棄していただいてもかまいません。

持ち物

届出窓口

早めにご返却（又は破棄）ください。
期　限

社会福祉センター１階（高齢者福祉課）

担当課
高齢者福祉課生きがい支援班　☎ 043-484-6243
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市役所での手続き

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が亡くなった
場合は返却の手続きが必要です。

障害者手帳をお持ちの方

●手続きする人の本人確認書類( マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
●障害者手帳

持ち物

担当課

社会福祉センター1 階（障害福祉課）
※出張所等では受付できません
※郵送手続をご希望の場合は、お問い合わせください。

届出窓口

障害福祉課給付事業班　☎ 0 4 3 - 4 8 4 - 4 1 6 4 （身体障害者手帳、療育手帳）
障害福祉課医療支援班　☎ 0 4 3 - 4 8 4 - 4 1 5 3 （精神障害者保健福祉手帳）

自立支援医療、障害者(児)サービス、重度心身障害者(児)医療費助成、地域生活
支援事業などを受けていた方が亡くなった場合は手続きが必要です。

医療費助成などの受給者証をお持ちの方

●手続きする人の本人確認書類( マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
●各種受給者証、受給券

持ち物

担当課

社会福祉センター1 階（障害福祉課）　　　　　　　　　　　
※出張所等では受付できません
※郵送手続をご希望の場合は、お問い合わせください。

届出窓口

障害福祉課医療支援班・障害福祉サービス班　☎ 0 4 3 - 4 8 4 - 4 1 5 3 　                        
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市役所での手続き

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、佐倉市心身障害児福祉年金、特別障害者
手当、ねたきり身体障害者等福祉手当、扶養年金、佐倉市難病者等見舞金などを
受けていた方が亡くなった場合は手続きが必要です。

各種手当及び扶養年金の受給資格がある方

●手続きする人の本人確認書類( マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
持ち物

担当課

社会福祉センター1 階（障害福祉課）
※出張所等では受付できません
※郵送手続をご希望の場合は、お問い合わせください。

届出窓口

障害福祉課給付事業班　☎ 0 4 3 - 4 8 4 - 4 1 6 4

亡くなった方が児童手当を受給していた場合
・受給者変更の手続きが必要です。
・未払いの手当がある場合、未払児童手当請求書をご提出ください。

児童手当について

●手続きにより必要書類が異なりますので、担当窓口にお問い合せください。
持ち物

担当課

2 号館1 階（こども家庭課）
届出窓口

死亡日の月末、又は死亡日の翌日から数えて1 5 日以内
期　限

こども家庭課こども手当班　☎ 0 4 3 - 4 8 4 - 6 1 4 0
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市役所での手続き

佐倉市に住む高校3年生相当までのお子様（出生の日から18歳に達する日以後の
最初の３月31日までの間にある者）の保護者の方が亡くなった場合は、変更届が
必要となります。

佐倉市子ども医療費助成制度について

こども家庭課こども手当班　☎ 043-484-6140
担当課

届出窓口

お早めにお手続きください。
期　限

2号館1階（こども家庭課）

亡くなった方が児童扶養手当を受給していた場合
･受給資格者死亡届をご提出ください。
･未払いの手当がある場合は未払児童扶養手当請求書をご提出ください。

児童扶養手当について

●手続きにより必要書類が異なりますので、担当窓口にお問い合せください。
持ち物

担当課

2号館1階（こども家庭課）
届出窓口

手続きにより異なります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
期　限

こども家庭課こども手当班　☎ 043-484-6140

亡くなった方が支給対象の児童であった場合
･受給資格喪失又は額改定の届出が必要です。

18歳未満のお子様（基準以上の障害がある場合は20歳未満）がいる方が亡く
なり、母子世帯若しくは父子世帯になったときは、児童扶養手当を受給できる
場合があります。
※所得制限や公的年金と併給調整があります。
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市役所での手続き

亡くなった方が就学援助費を受給されていた場合、申請者変更の届出が
必要です。

就学援助制度について

●届け出るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
●届出人が亡くなった方と別世帯の場合は、同一世帯の方からの委任状が必要となります。

持ち物

担当課

各小中学校
１号館4階（学務課）

届出窓口

早めにお手続きください。
期　限

学務課学事班　☎ 043-484-6186

亡くなった方が支給対象の児童・生徒であった場合、資格喪失の届出が
必要です。

佐倉市立小中学校に通学するお子さまがいる方が亡くなった場合、所得の状況
によっては、就学援助制度をご利用できる場合があります。

18歳未満のお子様（基準以上の障害がある場合は20歳未満）がいる方が亡くな
り、母子世帯若しくは父子世帯になったときは、佐倉市ひとり親家庭等医療費等
助成制度を利用できる場合があります。
※所得制限があります。
亡くなった方がひとり親家庭等医療費等助成制度を受けていた場合、受給券を
ご返却いただき、受給資格変更届をご提出ください。

佐倉市ひとり親家庭等医療費等助成制度について

●受給の状況によって異なりますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
持ち物

担当課

2号館1階（こども家庭課）
届出窓口

申請日から資格を有します。
期　限

こども家庭課こども手当班　☎ 043-484-6140
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市役所での手続き

納税義務者が亡くなった場合、納税通知書等の書類を受領する相続人代表者の
指定届を提出してください。

個人住民税の相続人代表者の指定について

●相続人代表者指定（変更）届
持ち物

担当課

１号館２階（市民税課）
届出窓口

死亡届出後、３か月以内
期　限

市民税課市民税班　☎ 043-484-6115

亡くなった方が原動機付自転車等の名義人であった場合、廃車又は名義変更の
手続きが必要です。

「佐倉市」ナンバーの原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの
  廃車・名義変更について

①戸籍謄本等、相続関係がわかる書面（同一世帯の親族の方は不要）
②本人確認できるもの
③ナンバープレート（廃車する場合）
④標識交付証明書（紛失された場合は省略可）

持ち物

担当課

１号館２階（市民税課）
届出窓口

早めにお手続きください。

※車両を第三者に譲渡する場合は、市民税課までお問い合わせください。

期　限

市民税課税制班　☎ 043-484-6114
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市役所での手続き

亡くなった方が軽自動車等の名義人であった場合、廃車又は名義変更の手続きが
必要です。

「千葉」ナンバーの軽自動車等（軽四輪、軽三輪、軽二輪、小型二輪）の
  廃車・名義変更について

①軽四輪、軽三輪
軽自動車検査協会　千葉事務所（☎ 050-3816-3114）にご確認ください。
②軽二輪、小型二輪
関東運輸局　千葉運輸支局（☎ 050-5540-2022）にご確認ください。
※登録車（普通車）の手続きについてもこちらにご連絡ください。
※千葉ナンバー以外の手続きについては、管轄の事務所又は支局にお問い合せください。

持ち物

P.22の「市役所以外での主な手続き一覧」をご確認ください。
手続き先

担当課
市民税課税制班　☎ 043-484-6114

納税義務者が亡くなった場合、納税通知書等の書類を受領する方を指定するため
「相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書」を提出してください。

固定資産の相続人代表者・現所有者の申告について

●特にありません。
持ち物

届出窓口

死亡届出後、３か月以内
期　限

１号館２階（資産税課）

担当課
資産税課資産課税班　☎ 043-484-6216

手続きする方
相続人
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市役所での手続き

亡くなった方が市内に未登記家屋を所有していた場合、届出が必要です。

固定資産未登記家屋の新所有者の届出について

●相続人であること、相続したことがわかる書類
・遺産分割協議書
・公正証書遺言　等
●新所有者の本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証　等

持ち物

届出窓口
１号館２階（資産税課）

担当課
資産税課資産課税班　☎ 043-484-6216

手続きする方
・相続人
・新所有者

亡くなった方が固定資産を共有で所有し、その代表となっている場合、届出が必要
です。

共有代表者の変更について

●納税通知書（送付先変更依頼書）
※亡くなった方が佐倉市外にお住いだった場合には、死亡日が確認できる書類の提示をお願いすること
　があります。

持ち物

届出窓口
１号館２階（資産税課）

担当課
資産税課資産課税班　☎ 043-484-6216

手続きする方
・相続人
・亡くなった方と共有で固定資産を持っている方
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市役所での手続き

亡くなった方を納税管理人に設定していた場合には、納税管理人を変更してくだ
さい。

納税管理人の変更について

●特にありません。
持ち物

届出窓口
１号館２階（資産税課）

担当課
資産税課資産課税班　☎ 043-484-6216

手続きする方
亡くなった方を納税管理人に設定している方

亡くなった方に未納の市税等がある場合、相続人の方に納付していただく必要が
あります。

納税相談

●亡くなった方と相談者（相続人）の関係が確認できる資料（戸籍全部事項証明書等）
●相談者（相続人）の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

持ち物

届出窓口
１号館２階⑤番窓口（債権管理課）

期　限
死亡届出後３か月以内

担当課
債権管理課徴収班　☎ 043-484-6118
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市役所での手続き

亡くなった方が上下水道契約者であった場合、契約者の変更・中止が必要です。

上下水道契約者の変更・中止について

佐倉市上下水道お客様センター　☎ 043-486-1555
担当課

届出窓口
●佐倉市上下水道お客様センター
●佐倉市上下水道総合案内センター

上下水道料金を亡くなった方名義の口座で口座振替をされている場合、支払い方法
の変更が必要です。

亡くなった方が農地を所有していた場合、農地の相続の手続きが必要です。

農地について

相続を受けた農地の登記事項証明書
持ち物

届出窓口

お早めにお手続きください。
期　限

１号館６階（農業委員会事務局）

担当課
農業委員会事務局　☎ 043-484-6285

手続きする方
新たな土地の所有者

お早めにお手続きください。
（中止のお手続きをされていない場合、料金がかかります。ご注意ください。）

期　限
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市役所での手続き

森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林（民有林）の所有権を新たに
得た場合に届出が必要となります。
※届出の対象となる森林かどうかの確認は、農政課にお問い合わせください。

森林の土地所有者変更について

●土地の位置を示す地図
●土地の登記事項証明書又は遺産分割協議書等の届出原因を証明する書面（写し可）

持ち物

届出窓口

所有者となった日から90日以内
期　限

1号館6階（農政課）

担当課
農政課　☎ 043-484-6141

手続きする方
相続した方

事件・事故にあわれた被害者・遺族・家族の方の相談・カウンセリング及び各種支援を
秘密厳守、無料で行うのが、公益財団法人千葉犯罪被害者支援センター（通称ＣＶＳ）
です。千葉犯罪被害者支援センターでは次の活動を行っています。

・電話相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・面接相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・カウンセリングの提供　　　　　　　　　　　　　　
・公的手続きのお手伝い　　　　　　　　　　　　　　
・警察、検察庁、裁判所等への付き添い　　　　　　　　　
・被害者支援活動に関する広報啓発活動  　　　　　　　　　　

受付：月曜から金曜の午前１０時から午後４時まで（祝日・年末・年始を除く）
☎ ０４３－２２５－５４５０

事件・事故にあわれた遺族の相談・支援のご案内

担当課
危機管理課防犯・安全安心対策班　☎ 043-484-6161
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空き家の所有者の方へ
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市役所以外での主な手続き一覧

手続きの種類 主な手続き 問い合わせ先など

普通自動車
税金に関する手続き

千葉県佐倉県税事務所　
☎  043-483-1115
佐倉市鏑木仲田町8-1

名義変更・廃車等 関東運輸局　千葉運輸支局　
☎  050-5540-2022
千葉市美浜区新港198

バイク
（125c c 超）

名義変更・廃車等

軽自動車
（軽四輪・軽三輪）

名義変更・廃車等
軽自動車検査協会　千葉事務所　
☎  050-3816-3114
千葉市美浜区新港223-8

国税

相続税の手続き 成田税務署　
☎  0476-28-5151
成田市加良部1-15
又は税理士

所得税・消費税申告等

年金 年金に関する手続き
幕張年金事務所　☎  043-212-8621
千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
又は社会保険労務士

不動産登記
土地・家屋等所有権の移転（相続）登
記等

物件所在地の法務局
又は司法書士・弁護士等

生命保険等
死亡保険金の請求・入院給付金の請
求等

加入していた生命保険会社又は代理店

預貯金口座等 口座凍結の解除の手続き 各金融機関　等

固定電話・携帯電話

名義変更又は解約
各契約会社

電気・ガス料金等

インターネット

ケーブルテレビ

N H K 受信料 ☎  050-3786-5003

市役所以外での主な手続き一覧
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相続登記の申請の義務化
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」

法務省・法務局の名称を
不正に使用した勧誘や
架空請求などに
ご注意ください

MINISTRY OF JUSTICE CIVIL AFFAIRS BUREAU   

遺産分割の話合い
がまとまった

遺産分割の結果に基づく相続登記
不動産の相続を知った日から３年以内にする必要(※)

早期に遺産分割を
することが困難

相続人申告登記
不動産の相続を知った日から３年以内にする必要(※)

※令和6年4月1日より前に相続で取得したことを知った不動産は、令和９年3月
31日までに相続登記をする必要があります。

相続登記の申請の義務化

出典：法務省ウェブサイト （https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00600.html）
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法定相続情報証明制度のご案内
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法定相続情報証明制度のご案内
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法定相続情報証明制度のご案内
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法定相続情報証明制度のご案内

出典：法務省ウェブサイト （https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）
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ご遺族メモ

被相続人と相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として「法定相続情報証明制度」があります。
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払
戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担を軽減すること
ができます。詳しくは、法務局のHPをご覧ください。

被相続人と相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として「法定相続情報証明制度」があります。
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払
戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担を軽減すること
ができます。詳しくは、法務局のHPをご覧ください。

祖母祖父

父

祖母 祖父

母

故人 配偶者兄弟姉妹兄弟姉妹 兄弟姉妹

甥・姪甥・姪 甥・姪

子

孫

子

孫

子

孫

子

孫

子

孫

子

孫

子

孫

…

継
承
順
位
第
一
位

…

継
承
順
位
第
二
位

…

継
承
順
位
第
三
位

ご遺族メモ/家系図（3親等内の親族）
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ご遺族メモ

登記名義人所在地 備考持分
不
動
産

支店名金融機関名 備考金額
預
貯
金

内容名称 備考保管場所等そ
の
他
の
資
産

金額借入先 備考返済方法借
入
金
・ロ
ー
ン

種類・内容保険会社 備考受取人生
命
保
険・損
害
保
険

種類基礎年金番号 備考受給金額
公
的
年
金

番号・記号等名称 備考受給金額個
人
年
金・企
業
年
金

そ
の
他

ご遺族メモ/故人の財産について



市役所庁舎
案内図

１号館
６階　財政課
　　　監査委員事務局
　　　農政課
　　　農業委員会事務局
５階　生活環境課
　　　廃棄物対策課
　　　社会教育課
　　　文化課
　　　佐倉の魅力推進課
　　　商工振興課
　　　契約検査課
４階　行政管理課
　　　人事課
　　　教育総務課
　　　学務課
　　　指導課
３階　秘書課
　　　企画政策課
　　　広報課

２階　市民税課
　　　資産税課
　　　債権管理課
１階　総合案内
　　　市民課
　　　健康保険課
　　　会計課
　　　赤ちゃんるーむ

２号館
２階　土木管理課
　　　道路維持課
　　　道路建設課
　　　治水課
　　　選挙管理委員会事務局
１階　こども政策課
　　　こども保育課
　　　こども家庭課

３号館
２階　建築指導課
　　　住宅課
　　　公園緑地課
　　　経営企画課
１階　上下水道お客様センター
　　　水道課
　　　下水道課

４号館
３階　自治人権推進課
　　　生涯スポーツ課
２階　都市計画課
　　　市街地整備課
１階　社会福祉課

社会福祉センター
３階　危機管理課
２階　社会福祉協議会
１階　介護保険課
　　　高齢者福祉課
　　　障害福祉課
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